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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
三
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
四
十
二
条
及
び
第
百
十
三
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
ク
レ
ー
ン
又
は
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
過
負
荷
防
止
装
置
構
造
規
格
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

ク
レ
ー
ン
又
は
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
過
負
荷
防
止
装
置
構
造
規
格
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
ク
レ
ー
ン
又
は
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
過
負
荷
防
止
装
置
構
造
規
格
の
一
部
改
正
）

第
一
条

ク
レ
ー
ン
又
は
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
過
負
荷
防
止
装
置
構
造
規
格
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
告
示
第
八
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
絶
縁
効
力
等
）

（
絶
縁
効
力
等
）

第
五
条

電
気
式
の
過
負
荷
防
止
装
置
は
、
前
四
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か

第
五
条

電
気
式
の
過
負
荷
防
止
装
置
は
、
前
四
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か

、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

接
点
、
端
子
、
巻
線
そ
の
他
電
気
を
通
ず
る
部
分
と
そ
の
外
被
と
の
間
の
絶

一

接
点
、
端
子
、
巻
線
そ
の
他
電
気
を
通
ず
る
部
分
と
そ
の
外
被
と
の
間
の
絶

縁
部
分
は
、
絶
縁
効
力
に
つ
い
て
の
試
験
に
お
い
て
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
八
二

縁
部
分
は
、
絶
縁
効
力
に
つ
い
て
の
試
験
に
お
い
て
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
八
三

〇
一
―
四
―
一
（
低
圧
開
閉
装
置
及
び
制
御
装
置
―
第
四
部
：
接
触
器
及
び
モ

二
五
―
一
九
六
三
（
交
流
電
磁
開
閉
器
）
の
絶
縁
抵
抗
試
験
及
び
耐
電
圧
試
験

ー
タ
ス
タ
ー
タ
―
第
一
節
：
電
気
機
械
式
接
触
器
及
び
モ
ー
タ
ス
タ
ー
タ
）
に

の
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

定
め
る
耐
電
圧
試
験
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

動
力
回
路
を
直
接
し
や
断
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
接
点
、
端
子
、
巻
線
そ

二

動
力
回
路
を
直
接
し
や
断
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
接
点
、
端
子
、
巻
線
そ

の
他
電
気
を
通
ず
る
部
分
は
、
温
度
に
つ
い
て
の
試
験
に
お
い
て
、
日
本
工
業

の
他
電
気
を
通
ず
る
部
分
は
、
温
度
に
つ
い
て
の
試
験
に
お
い
て
、
日
本
工
業

規
格
Ｃ
八
二
〇
一
―
四
―
一
（
低
圧
開
閉
装
置
及
び
制
御
装
置
―
第
四
部
：
接

規
格
Ｃ
八
三
二
五
―
一
九
六
三
（
交
流
電
磁
開
閉
器
）
の
温
度
試
験
の
項
に
定

触
器
及
び
モ
ー
タ
ス
タ
ー
タ
―
第
一
節
：
電
気
機
械
式
接
触
器
及
び
モ
ー
タ
ス

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

タ
ー
タ
）
に
定
め
る
温
度
試
験
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
構
造
規
格
の
一
部
改
正
）

第
二
条

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
構
造
規
格
（
平
成
五
年
労
働
省
告
示
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も

の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
材
料
）

（
材
料
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
四
（
リ
ベ
ッ
ト
用
丸
鋼
）

二
～
七

（
略
）

三
～
八

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
非
常
止
め
装
置
等
）

（
非
常
止
め
装
置
等
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

通
電
部
分
と
通
電
部
分
の
外
被
と
の
間
の
絶
縁
効
力
が
、
耐
電
圧
試
験
に

ハ

通
電
部
分
と
通
電
部
分
の
外
被
と
の
間
の
絶
縁
効
力
が
、
絶
縁
抵
抗
試
験

お
い
て
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
八
二
〇
一
―
四
―
一
（
低
圧
開
閉
装
置
及
び
制

及
び
耐
電
圧
試
験
に
お
い
て
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
八
二
〇
一
―
四
―
一
（
低

御
装
置
―
第
四
部
：
接
触
器
及
び
モ
ー
タ
ス
タ
ー
タ
―
第
一
節
：
電
気
機
械

圧
開
閉
装
置
及
び
制
御
装
置
―
第
四
部

接
触
器
及
び
モ
ー
タ
ー
ス
タ
ー
タ

：

式
接
触
器
及
び
モ
ー
タ
ス
タ
ー
タ
）
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

―
第
一
節

電
気
機
械
式
接
触
器
及
び
モ
ー
タ
ー
ス
タ
ー
タ
）
に
定
め
る
基

：

る
こ
と
。

準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

（
穴
あ
け
）

（
穴
あ
け
）

第
三
十
八
条

構
造
部
分
の
リ
ベ
ッ
ト
穴
及
び
ボ
ル
ト
穴
は
、
か
え
り
及
び
割
れ
が

第
三
十
八
条

構
造
部
分
の
リ
ベ
ッ
ト
穴
及
び
ボ
ル
ト
穴
は
、
か
え
り
、
ま
く
れ
及

生
じ
な
い
方
法
に
よ
っ
て
あ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
割
れ
が
生
じ
な
い
方
法
に
よ
っ
て
あ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
用
除
外
）

（
適
用
除
外
）

第
四
十
三
条

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
う
ち
、
特
殊
な
構
造
の
も
の
又
は
国
際
規
格
等
に

第
四
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
前
各
章
の
規

基
づ
き
製
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
各
章
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難

定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
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な
も
の
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
前
各
章
の
規
定
に
適
合
す
る

前
各
章
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に

も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
こ
の
告
示
の
関
係
規
定

は
、
こ
の
告
示
の
関
係
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

は
、
適
用
し
な
い
。

（
削
る
）

一

輸
入
し
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

（
削
る
）

二

特
殊
な
構
造
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー



- 6 -

（
ゴ
ン
ド
ラ
構
造
規
格
の
一
部
改
正
）

第
三
条

ゴ
ン
ド
ラ
構
造
規
格
（
平
成
六
年
労
働
省
告
示
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も

の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
材
料
）

（
材
料
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
四
（
リ
ベ
ッ
ト
用
丸
鋼
）

二
・
三

（
略
）

三
・
四

（
略
）

四

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
鋼
管
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ

五

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ

Ｋ
四
〇
〇
又
は
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇

四
〇
〇
又
は
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇

五
～
八

（
略
）

六
～
九

（
略
）

九

日
本
工
業
規
格
Ｇ
四
三
一
七
（
熱
間
成
形
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
形
鋼
）
に
定
め
る

十

日
本
工
業
規
格
Ｇ
四
三
一
七
（
熱
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
等
辺
山
形
鋼
）
に

Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四

定
め
る
Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四

十

日
本
工
業
規
格
Ｈ
四
一
〇
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
押

十
一

日
本
工
業
規
格
Ｈ
四
一
〇
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金

出
形
材
）
に
定
め
る
Ａ
六
〇
六
一
Ｓ
―
Ｔ
六
、
Ａ
六
〇
六
三
Ｓ
―
Ｔ
六
、
Ａ
六

押
出
形
材
）
に
定
め
る
Ａ
六
〇
六
一
Ｓ
―
Ｔ
六
、
Ａ
六
〇
六
三
Ｓ
―
Ｔ
六
、
Ａ

〇
〇
五
Ｃ
Ｓ
―
Ｔ
五
又
は
Ａ
六
〇
〇
五
Ｃ
Ｓ
―
Ｔ
六

六
Ｎ
〇
一
Ｓ
―
Ｔ
五
又
は
Ａ
六
Ｎ
〇
一
Ｓ
―
Ｔ
六

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
構
造
部
分
の
う
ち
、
作
業
床
の
床
板
等
に
は
、

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
構
造
部
分
の
う
ち
、
作
業
床
の
床
板
等
に
は
、

木
材
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
（
前
項
第
十
号
の
材
料
を
除
く
。
）
を
使
用
す

木
材
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
（
前
項
第
十
一
号
の
材
料
を
除
く
。
）
を
使
用

る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
溶
接
部
に
係
る
許
容
応
力
の
値
）

（
溶
接
部
に
係
る
許
容
応
力
の
値
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

溶
接
加
工
の
方
法

鋼
材
の

係

数

溶
接
加
工
の
方
法

鋼
材
の

係

数

種
類

（
略
）

種
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ａ
は
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ａ
は
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造

用
圧
延
鋼
材
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
鋼

用
圧
延
鋼
材
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管

管
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇
又
は
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
六
（
一
般

）
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇
又
は
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構

構
造
用
角
形
鋼
管
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｒ
四
九
〇
の
規
格
に
適
合
す
る
鋼

造
用
角
形
鋼
管
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｒ
四
九
〇
の
規
格
に
適
合
す
る
鋼
材
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材
を
、
Ｂ
は
こ
れ
ら
の
鋼
材
以
外
の
鋼
材
を
表
す
も
の
と
す
る
。

を
、
Ｂ
は
こ
れ
ら
の
鋼
材
以
外
の
鋼
材
を
表
す
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

通
電
部
分
と
通
電
部
分
の
外
被
と
の
間
の
絶
縁
効
力
が
、
耐
電
圧
試
験
に
お

三

通
電
部
分
と
通
電
部
分
の
外
被
と
の
間
の
絶
縁
効
力
が
、
絶
縁
抵
抗
試
験
及

い
て
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
八
二
〇
一
―
四
―
一
（
低
圧
開
閉
装
置
及
び
制
御
装

び
耐
電
圧
試
験
に
お
い
て
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
八
三
二
五
（
交
流
電
磁
開
閉
器

置
―
第
四
部
：
接
触
器
及
び
モ
ー
タ
ス
タ
ー
タ
―
第
一
節
：
電
気
機
械
式
接
触

）
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

器
及
び
モ
ー
タ
ス
タ
ー
タ
）
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
穴
あ
け
）

（
穴
あ
け
）

第
三
十
八
条

構
造
部
分
の
リ
ベ
ッ
ト
穴
及
び
ボ
ル
ト
穴
は
、
か
え
り
及
び
割
れ
が

第
三
十
八
条

構
造
部
分
の
リ
ベ
ッ
ト
穴
及
び
ボ
ル
ト
穴
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

生
じ
な
い
方
法
に
よ
っ
て
あ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

ド
リ
ル
を
用
い
て
あ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
削
る
）

二

か
え
り
及
び
ま
く
れ
が
な
い
こ
と
。

（
適
用
除
外
）

（
適
用
除
外
）

第
四
十
五
条

ゴ
ン
ド
ラ
の
う
ち
、
特
殊
な
構
造
の
も
の
又
は
国
際
規
格
等
に
基
づ

第
四
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
ゴ
ン
ド
ラ
で
前
各
章
の
規
定
を

き
製
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
各
章
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
も

適
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
前
各

の
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
前
各
章
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

章
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、

と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
こ
の
告
示
の
関
係
規
定
は
、

こ
の
告
示
の
関
係
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

適
用
し
な
い
。

（
削
る
）

一

輸
入
し
た
ゴ
ン
ド
ラ

（
削
る
）

二

特
殊
な
構
造
の
ゴ
ン
ド
ラ
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（
ク
レ
ー
ン
構
造
規
格
の
一
部
改
正
）

第
四
条

ク
レ
ー
ン
構
造
規
格
（
平
成
七
年
労
働
省
告
示
第
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も

の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
材
料
）

（
材
料
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
四
（
リ
ベ
ッ
ト
用
丸
鋼
）

二
～
五

（
略
）

三
～
六

（
略
）

六

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
鋼
管
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ

七

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ

Ｋ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇
又
は
Ｓ
Ｔ
Ｋ
五
四
〇

四
〇
〇
、
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇
又
は
Ｓ
Ｔ
Ｋ
五
四
〇

七
・
八

（
略
）

八
・
九

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
溶
接
部
に
係
る
許
容
応
力
の
値
）

（
溶
接
部
に
係
る
許
容
応
力
の
値
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

溶
接
加

鋼
材
の

係

数

溶
接
加

鋼
材
の

係

数

工
の
方

種
類

（
略
）

工
の
方

種
類

（
略
）

法

法

（
略
）

（
略
）

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ａ
は
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ａ
は
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造

用
圧
延
鋼
材
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
一
四
（
溶
接
構
造
用
耐
候
性
熱

用
圧
延
鋼
材
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
一
四
（
溶
接
構
造
用
耐
候
性
熱

間
圧
延
鋼
材
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
二
八
（
溶
接
構
造
用
高
降
伏
点

間
圧
延
鋼
材
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
二
八
（
溶
接
構
造
用
高
降
伏
点

鋼
板
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
三
六
（
建
築
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
に
定

鋼
板
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
三
六
（
建
築
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
に
定

め
る
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｃ
、
Ｓ
Ｎ
四
九
〇
Ｂ
若
し
く
は
Ｓ
Ｎ

め
る
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｃ
、
Ｓ
Ｎ
四
九
〇
Ｂ
若
し
く
は
Ｓ
Ｎ

四
九
〇
Ｃ
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
鋼
管
）

四
九
〇
Ｃ
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
に

に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
五
（
機
械
構
造
用

定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
五
（
機
械
構
造
用
炭

炭
素
鋼
鋼
管
）
に
定
め
る
一
八
種
又
は
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
六
（
一

素
鋼
鋼
管
）
に
定
め
る
一
八
種
又
は
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
六
（
一
般

般
構
造
用
角
形
鋼
管
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｒ
四
九
〇
に
適
合
す
る
鋼
材
を

構
造
用
角
形
鋼
管
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｒ
四
九
〇
に
適
合
す
る
鋼
材
を
、

、
Ｂ
は
こ
れ
ら
の
鋼
材
以
外
の
鋼
材
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｂ
は
こ
れ
ら
の
鋼
材
以
外
の
鋼
材
を
表
す
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

通
電
部
分
と
前
号
の
外
被
と
の
間
は
、
耐
電
圧
試
験
に
お
い
て
、
日
本
工
業

二

通
電
部
分
と
前
号
の
外
被
と
の
間
は
、
絶
縁
抵
抗
試
験
及
び
耐
電
圧
試
験
に

規
格
Ｃ
八
二
〇
一
―
四
―
一
（
低
圧
開
閉
装
置
及
び
制
御
装
置
―
第
四
部
：
接

お
い
て
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
八
三
二
五
（
交
流
電
磁
開
閉
器
）
に
定
め
る
基
準

触
器
及
び
モ
ー
タ
ス
タ
ー
タ
―
第
一
節
：
電
気
機
械
式
接
触
器
及
び
モ
ー
タ
ス

に
適
合
す
る
絶
縁
効
力
を
有
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

タ
ー
タ
）
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
絶
縁
効
力
を
有
す
る
構
造
と
す
る
こ
と

。
三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

六

動
力
回
路
を
直
接
遮
断
す
る
構
造
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
通
電
部
分
は
、
温

六

動
力
回
路
を
直
接
遮
断
す
る
構
造
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
通
電
部
分
は
、
温

度
試
験
に
お
い
て
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
八
二
〇
一
―
四
―
一
（
低
圧
開
閉
装
置

度
試
験
に
お
い
て
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
八
三
二
五
（
交
流
電
磁
開
閉
器
）
に
定

及
び
制
御
装
置
―
第
四
部
：
接
触
器
及
び
モ
ー
タ
ス
タ
ー
タ
―
第
一
節
：
電
気

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

機
械
式
接
触
器
及
び
モ
ー
タ
ス
タ
ー
タ
）
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

（
穴
あ
け
）

（
穴
あ
け
）

第
五
十
一
条

構
造
部
分
の
リ
ベ
ッ
ト
穴
及
び
ボ
ル
ト
穴
は
、
か
え
り
及
び
割
れ
が

第
五
十
一
条

構
造
部
分
の
リ
ベ
ッ
ト
穴
及
び
ボ
ル
ト
穴
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

生
じ
な
い
方
法
に
よ
っ
て
あ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

ド
リ
ル
を
用
い
て
あ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
削
る
）

二

か
え
り
又
は
ま
く
れ
が
な
い
こ
と
。

（
適
用
除
外
）

（
適
用
除
外
）

第
五
十
七
条

ク
レ
ー
ン
の
う
ち
、
特
殊
な
構
造
の
も
の
又
は
国
際
規
格
等
に
基
づ

第
五
十
七
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
ク
レ
ー
ン
で
前
各
章
の
規
定
を
適
用
す

き
製
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
各
章
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
も

る
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
前
各
章
の
規

の
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
前
各
章
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

定
に
適
合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
こ
の
告

と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
こ
の
告
示
の
関
係
規
定
は
、

示
の
関
係
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

適
用
し
な
い
。

（
削
る
）

一

輸
入
し
た
ク
レ
ー
ン

（
削
る
）

二

特
殊
な
構
造
の
ク
レ
ー
ン
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（
移
動
式
ク
レ
ー
ン
構
造
規
格
の
一
部
改
正
）

第
五
条

移
動
式
ク
レ
ー
ン
構
造
規
格
（
平
成
七
年
労
働
省
告
示
第
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。

）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記

部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

構
造
部
分
等

第
一
章

構
造
部
分
等

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
二
節

基
準
等

第
二
節

許
容
応
力
（
第
三
条
―
第
六
条
）

第
一
款

構
造
部
分
の
基
準
（
第
二
条
の
二
）

第
三
節

荷
重
（
第
七
条
―
第
九
条
）

第
二
款

許
容
応
力
設
計
法

第
四
節

強
度
（
第
十
条
―
第
十
二
条
）

第
一
目

許
容
応
力
の
値
（
第
三
条
―
第
六
条
）

第
五
節

安
定
度
（
第
十
三
条
―
第
十
六
条
）

第
二
目

荷
重
（
第
七
条
―
第
九
条
）

第
三
目

強
度
（
第
十
条
）

第
三
款

限
界
状
態
設
計
法

第
一
目

設
計
限
界
応
力
の
値
（
第
十
条
の
二
―
第
十
条
の
四
）

第
二
目

荷
重
（
第
十
条
の
五
―
第
十
条
の
七
）

第
三
目

強
度
（
第
十
条
の
八
）

第
三
節

安
全
性
等
（
第
十
一
条
―
第
十
六
条
）

第
二
章
～
第
五
章

（
略
）

第
二
章
～
第
五
章

（
略
）

附
則

附
則

（
材
料
）

（
材
料
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
四
（
リ
ベ
ッ
ト
用
丸
鋼
）

二
～
五

（
略
）

三
～
六

（
略
）

六

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
鋼
管
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ

七

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ

Ｋ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇
又
は
Ｓ
Ｔ
Ｋ
五
四
〇

四
〇
〇
、
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇
又
は
Ｓ
Ｔ
Ｋ
五
四
〇

七
・
八

（
略
）

八
・
九

（
略
）

第
二
節

基
準
等

第
二
節

許
容
応
力
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第
一
款

構
造
部
分
の
基
準

（
新
設
）

（
構
造
部
分
の
基
準
）

第
二
条
の
二

第
一
条
本
文
の
鋼
材
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
構
造

部
分
（
以
下
「
構
造
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
款
に
規
定
す
る
許
容

応
力
設
計
法
の
基
準
又
は
第
三
款
に
規
定
す
る
限
界
状
態
設
計
法
の
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
款

許
容
応
力
設
計
法

（
新
設
）

第
一
目

許
容
応
力
の
値

（
新
設
）

（
鋼
材
に
係
る
許
容
応
力
の
値
）

（
鋼
材
に
係
る
許
容
応
力
の
値
）

第
三
条

第
一
条
本
文
の
鋼
材
に
係
る
許
容
応
力
設
計
法
の
計
算
に
使
用
す
る
許
容

第
三
条

第
一
条
本
文
の
鋼
材
に
係
る
計
算
に
使
用
す
る
許
容
引
張
応
力
の
値
、
許

引
張
応
力
の
値
、
許
容
圧
縮
応
力
の
値
、
許
容
曲
げ
応
力
の
値
、
許
容
せ
ん
断
応

容
圧
縮
応
力
の
値
、
許
容
曲
げ
応
力
の
値
、
許
容
せ
ん
断
応
力
の
値
及
び
許
容
支

力
の
値
及
び
許
容
支
え
圧
応
力
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
式
に
よ
り
計
算
し
て
得

え
圧
応
力
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
式
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
値
と
す
る
。

た
値
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

２

第
一
条
本
文
の
鋼
材
に
係
る
許
容
応
力
設
計
法
の
計
算
に
使
用
す
る
許
容
座
屈

２

第
一
条
本
文
の
鋼
材
に
係
る
計
算
に
使
用
す
る
許
容
座
屈
応
力
の
値
は
、
次
の

応
力
の
値
は
、
次
の
式
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
値
と
す
る
。

式
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
値
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
溶
接
部
に
係
る
許
容
応
力
の
値
）

（
溶
接
部
に
係
る
許
容
応
力
の
値
）

第
四
条

構
造
部
分
の
溶
接
部
に
係
る
許
容
応
力
設
計
法
の
計
算
に
使
用
す
る
許
容

第
四
条

第
一
条
本
文
の
鋼
材
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
構
造
部
分

応
力
（
許
容
支
え
圧
応
力
及
び
許
容
座
屈
応
力
を
除
く
。
）
の
値
は
、
前
条
第
一

（
以
下
「
構
造
部
分
」
と
い
う
。
）
の
溶
接
部
に
係
る
計
算
に
使
用
す
る
許
容
応

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
値
（
溶
接
加
工
の
方

力
（
許
容
支
え
圧
応
力
及
び
許
容
座
屈
応
力
を
除
く
。
）
の
値
は
、
前
条
第
一
項

法
が
す
み
肉
溶
接
で
あ
る
場
合
に
は
、
許
容
せ
ん
断
応
力
の
値
）
に
、
次
の
表
の

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
値
（
溶
接
加
工
の
方
法

上
欄
に
掲
げ
る
溶
接
加
工
の
方
法
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
鋼
材
の
種
類
に
応

が
す
み
肉
溶
接
で
あ
る
場
合
に
は
、
許
容
せ
ん
断
応
力
の
値
）
に
、
次
の
表
の
上

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
と
す
る
。

欄
に
掲
げ
る
溶
接
加
工
の
方
法
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
鋼
材
の
種
類
に
応
じ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
と
す
る
。

溶
接
加

鋼
材
の

係

数

溶
接
加

鋼
材
の

係

数

工
の
方

種
類

（
略
）

工
の
方

種
類

（
略
）

法

法
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（
略
）

（
略
）

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ａ
は
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ａ
は
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造

用
圧
延
鋼
材
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
一
四
（
溶
接
構
造
用
耐
候
性
熱

用
圧
延
鋼
材
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
一
四
（
溶
接
構
造
用
耐
候
性
熱

間
圧
延
鋼
材
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
二
八
（
溶
接
構
造
用
高
降
伏
点

間
圧
延
鋼
材
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
二
八
（
溶
接
構
造
用
高
降
伏
点

鋼
板
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
三
六
（
建
築
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
に
定

鋼
板
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
三
六
（
建
築
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
に
定

め
る
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｃ
、
Ｓ
Ｎ
四
九
〇
Ｂ
若
し
く
は
Ｓ
Ｎ

め
る
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｃ
、
Ｓ
Ｎ
四
九
〇
Ｂ
若
し
く
は
Ｓ
Ｎ

四
九
〇
Ｃ
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
鋼
管
）

四
九
〇
Ｃ
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
に

に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
五
（
機
械
構
造
用

定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
四
五
（
機
械
構
造
用
炭

炭
素
鋼
鋼
管
）
に
定
め
る
一
八
種
又
は
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
六
（
一

素
鋼
鋼
管
）
に
定
め
る
一
八
種
又
は
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
六
（
一
般

般
構
造
用
角
形
鋼
管
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｒ
四
九
〇
に
適
合
す
る
鋼
材
を

構
造
用
角
形
鋼
管
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｒ
四
九
〇
に
適
合
す
る
鋼
材
を
、

、
Ｂ
は
こ
れ
ら
の
鋼
材
以
外
の
鋼
材
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｂ
は
こ
れ
ら
の
鋼
材
以
外
の
鋼
材
を
表
す
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
放
射
線
試
験
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
構
造
部

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
放
射
線
試
験
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
構
造
部

分
の
溶
接
部
（
溶
接
加
工
の
方
法
が
突
合
せ
溶
接
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
が
次

分
の
溶
接
部
（
溶
接
加
工
の
方
法
が
突
合
せ
溶
接
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
が
次

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
溶
接
部
に
係
る
許
容
応
力
設
計
法

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
溶
接
部
に
係
る
計
算
に
使
用
す
る

の
計
算
に
使
用
す
る
許
容
応
力
（
許
容
引
張
応
力
、
許
容
圧
縮
応
力
及
び
許
容
曲

許
容
応
力
（
許
容
引
張
応
力
、
許
容
圧
縮
応
力
及
び
許
容
曲
げ
応
力
に
限
る
。
）

げ
応
力
に
限
る
。
）
の
値
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き

の
値
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
許
容
応
力
の
値
の
特
例
）

（
許
容
応
力
の
値
の
特
例
）

第
五
条

第
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
使
用
す

第
五
条

第
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
使
用
す

る
こ
と
を
認
め
た
材
料
及
び
当
該
材
料
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
構
造
部
分
の
溶
接
部

る
こ
と
を
認
め
た
材
料
及
び
当
該
材
料
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
構
造
部
分
の
溶
接
部

に
係
る
許
容
応
力
設
計
法
の
計
算
に
使
用
す
る
許
容
応
力
の
値
は
、
当
該
材
料
の

に
係
る
計
算
に
使
用
す
る
許
容
応
力
の
値
は
、
当
該
材
料
の
化
学
成
分
及
び
機
械

化
学
成
分
及
び
機
械
的
性
質
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る

的
性
質
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

第
三
節

荷
重

第
二
目

荷
重

（
新
設
）

（
計
算
に
使
用
す
る
荷
重
の
種
類
）

（
計
算
に
使
用
す
る
荷
重
の
種
類
）
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第
七
条

構
造
部
分
に
か
か
る
荷
重
の
う
ち
許
容
応
力
設
計
法
の
計
算
に
使
用
す
る

第
七
条

構
造
部
分
に
か
か
る
荷
重
の
う
ち
計
算
に
使
用
す
る
荷
重
は
、
次
に
掲
げ

荷
重
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
削
る
）

第
四
節

強
度

第
三
目

強
度

（
新
設
）

（
強
度
計
算
に
係
る
荷
重
の
組
合
せ
）

（
強
度
計
算
に
係
る
荷
重
の
組
合
せ
）

第
十
条

許
容
応
力
設
計
法
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
構
造
部
分
を
構
成
す
る

第
十
条

構
造
部
分
を
構
成
す
る
部
材
の
断
面
に
生
ず
る
応
力
の
値
は
、
次
に
掲
げ

部
材
の
断
面
に
生
ず
る
応
力
の
値
は
、
次
に
掲
げ
る
荷
重
の
組
合
せ
に
よ
る
計
算

る
荷
重
の
組
合
せ
に
よ
る
計
算
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
節
に
規
定
す
る
許
容

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
目
に
規
定
す
る
許
容
応
力
の
値
を
超
え
て
は
な
ら
な

応
力
の
値
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
三
款

限
界
状
態
設
計
法

（
新
設
）

第
一
目

設
計
限
界
応
力
の
値

（
鋼
材
に
係
る
設
計
限
界
応
力
の
値
）

第
十
条
の
二

第
一
条
本
文
の
鋼
材
に
係
る
限
界
状
態
設
計
法
の
計
算
に
使
用
す
る

設
計
限
界
垂
直
応
力
の
値
、
設
計
限
界
せ
ん
断
応
力
の
値
及
び
設
計
限
界
支
え
圧

応
力
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
式
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
値
と
す
る
。

f
σ
r

＝

f
y

γ
R

f
τ
r

＝

f
y

γ
R ×

3

f
d
r

＝

α

×

f
y

γ
R

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

及
び
α
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

fy

γR

fσr

fτr

fdr

の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

鋼
材
の
降
伏
点
又
は
耐
力
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー

fy
ト
ル
）
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材
料
の
特
性
、
荷
重
の
種
類
及
び
接
合
部
の
形
状
に
応
じ
て
定
ま
る

γR

合
成
抵
抗
係
数
で
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
八
二
九
（
ク
レ
ー
ン
―
鋼
構

造
部
分
の
性
能
照
査
）
に
定
め
る
値

設
計
限
界
垂
直
応
力
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

fσr

）
設
計
限
界
せ
ん
断
応
力
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト

fτr

ル
）設

計
限
界
支
え
圧
応
力
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト

fdr
ル
）

α

１
（
ピ
ン
接
合
部
の
設
計
限
界
支
え
圧
応
力
の
値
を
計
算
す
る
場
合

で
あ
っ
て
、
ピ
ン
材
料
の
降
伏
点
又
は
耐
力
が
構
造
部
材
の
降
伏
点
又

は
耐
力
よ
り
も
小
さ
い
場
合
に
は
、
ピ
ン
材
料
の
降
伏
点
又
は
耐
力
を

構
造
部
材
の
降
伏
点
又
は
耐
力
で
除
し
た
値
）

２

第
一
条
本
文
の
鋼
材
に
係
る
限
界
状
態
設
計
法
の
計
算
に
使
用
す
る
設
計
限
界

座
屈
応
力
の
値
は
、
次
の
式
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
値
と
す
る
。

f
k

＝

κ
×
f
y

1
.
1

こ
の
式
に
お
い
て
、

、
κ
、
及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の

fk

fy

と
す
る
。設

計
限
界
座
屈
応
力
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

fk
）

κ

有
効
細
長
比
及
び
断
面
形
状
に
応
じ
て
定
ま
る
低
減
係
数
で
、
日
本

工
業
規
格
Ｂ
八
八
二
九
（
ク
レ
ー
ン
―
鋼
構
造
部
分
の
性
能
照
査
）
に

定
め
る
値

鋼
材
の
降
伏
点
又
は
耐
力
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー

fy
ト
ル
）

（
溶
接
部
に
係
る
設
計
限
界
応
力
の
値
）

第
十
条
の
三

構
造
部
分
の
溶
接
部
に
係
る
限
界
状
態
設
計
法
の
計
算
に
使
用
す
る

設
計
限
界
応
力
（
設
計
限
界
支
え
圧
応
力
及
び
設
計
限
界
座
屈
応
力
を
除
く
。
）
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の
値
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
式
に
よ
り
計
算
し
て
得
た

値
と
す
る
。

f
u ≦
f
u
w の
場
合

f
w

＝

α
w ×
f
y

1
.
1

f
u ＞
f
u
w の
場
合

f
w

＝

α
w ×
f
u
w

1
.
1

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値

fu

fuw

fw

αw

fy

を
表
す
も
の
と
す
る
。

鋼
材
の
引
張
強
さ
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

fu

溶
接
材
料
の
引
張
強
さ
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト

fuw
ル
）溶

接
部
の
設
計
限
界
応
力
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー

fw
ト
ル
）

溶
接
材
料
の
種
類
、
応
力
の
方
向
、
溶
接
継
手
の
形
態
、
応
力
の
種

αw

類
及
び
鋼
材
の
降
伏
点
又
は
耐
力
の
値
に
応
じ
て
定
ま
る
係
数
で
、
日

本
工
業
規
格
Ｂ
八
八
二
九
（
ク
レ
ー
ン
―
鋼
構
造
部
分
の
性
能
照
査
）

に
定
め
る
値

溶
接
部
に
使
用
す
る
鋼
材
の
降
伏
点
又
は
耐
力
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト

fy
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

（
設
計
限
界
応
力
の
値
の
特
例
）

第
十
条
の
四

第
五
条
の
規
定
は
、
限
界
状
態
設
計
法
の
計
算
に
使
用
す
る
設
計
限

界
応
力
の
値
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
目

荷
重

（
計
算
に
使
用
す
る
荷
重
の
種
類
）

第
十
条
の
五

構
造
部
分
に
か
か
る
荷
重
の
う
ち
限
界
状
態
設
計
法
の
計
算
に
使
用

す
る
荷
重
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。



- 20 -

一

次
に
掲
げ
る
定
常
荷
重

イ

移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
質
量
に
よ
る
荷
重

ロ

定
格
総
荷
重

ハ

平
た
ん
で
な
い
場
所
の
走
行
に
よ
る
荷
重

ニ

駆
動
に
よ
る
荷
重

二

非
定
常
荷
重
の
う
ち
作
業
中
の
風
荷
重

三

次
に
掲
げ
る
特
殊
荷
重

イ

地
上
に
置
か
れ
た
荷
の
つ
り
上
げ
に
よ
る
荷
重

ロ

休
止
時
の
風
荷
重

ハ

試
験
荷
重

ニ

非
常
停
止
に
よ
る
荷
重

（
風
荷
重
）

第
十
条
の
六

第
九
条
の
規
定
は
、
前
条
第
二
号
の
非
定
常
荷
重
の
う
ち
作
業
中
の

風
荷
重
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
一
項
中
「
第
七

条
第
四
号
の
風
荷
重
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
条
の
五
第
二
号
の
非
定
常
荷
重
の

う
ち
作
業
中
の
風
荷
重
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
九
条
の
規
定
は
、
前
条
第
三
号
ロ
の
休
止
時
の
風
荷
重
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
四
号
の
風
荷
重
」
と
あ

る
の
は
「
第
十
条
の
五
第
三
号
ロ
の
休
止
時
の
風
荷
重
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

ｑ

＝8
3
４
√
ｈ

」
と
あ
る
の
は
「ｑ

＝9
80
４
√
ｈ

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。（
試
験
荷
重
）

第
十
条
の
七

第
十
条
の
五
第
三
号
ハ
の
試
験
荷
重
の
値
は
、
定
格
総
荷
重
に
一
・

二
五
を
乗
じ
た
値
と
す
る
。

第
三
目

強
度

（
強
度
計
算
に
係
る
荷
重
の
組
合
せ
）

第
十
条
の
八

限
界
状
態
設
計
法
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
構
造
部
分
を
構
成
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す
る
部
材
の
断
面
に
生
ず
る
応
力
の
値
は
、
次
に
掲
げ
る
荷
重
又
は
荷
重
の
組
合

せ
に
よ
る
計
算
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
目
に
規
定
す
る
設
計
限
界
応
力
の
値

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

一

移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
質
量
に
よ
る
荷
重
、
定
格
総
荷
重
及
び
駆
動
に
よ
る
荷

重
の
組
合
せ

二

平
た
ん
で
な
い
場
所
の
走
行
に
よ
る
荷
重

三

移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
質
量
に
よ
る
荷
重
、
定
格
総
荷
重
及
び
駆
動
に
よ
る
荷

重
並
び
に
作
業
中
の
風
荷
重
の
組
合
せ

四

平
た
ん
で
な
い
場
所
の
走
行
に
よ
る
荷
重
及
び
作
業
中
の
風
荷
重
の
組
合
せ

五

移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
質
量
に
よ
る
荷
重
及
び
地
上
に
置
か
れ
た
荷
の
つ
り
上

げ
に
よ
る
荷
重
の
組
合
せ

六

移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
質
量
に
よ
る
荷
重
、
定
格
総
荷
重
及
び
休
止
時
の
風
荷

重
の
組
合
せ

七

移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
質
量
に
よ
る
荷
重
、
駆
動
に
よ
る
荷
重
、
作
業
中
の
風

荷
重
及
び
試
験
荷
重
の
組
合
せ

八

移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
質
量
に
よ
る
荷
重
、
定
格
総
荷
重
及
び
非
常
停
止
に
よ

る
荷
重
の
組
合
せ

２

前
項
各
号
の
荷
重
又
は
荷
重
の
組
合
せ
に
よ
る
計
算
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
荷
重
に
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
八
三
三
―
二
（
ク
レ
ー
ン
―
荷
重
及
び
荷
重
の
組

合
せ
に
関
す
る
設
計
原
則
―
第
二
部
：
移
動
式
ク
レ
ー
ン
）
に
定
め
る
部
分
荷
重

係
数
及
び
動
的
影
響
係
数
を
乗
じ
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
応
力
の
値
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
荷
重
の
組
合
せ
に
お

い
て
、
当
該
構
造
部
分
の
強
度
に
関
し
最
も
不
利
と
な
る
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ

れ
の
荷
重
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
設
計
の
基
準
と
す
る
負

荷
条
件
に
応
じ
て
、
負
荷
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
な
い
荷
重
又
は
荷
重
の
組
合

せ
に
つ
い
て
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節

安
全
性
等

（
新
設
）

（
疲
れ
強
さ
に
対
す
る
安
全
性
）

（
疲
れ
強
さ
に
対
す
る
安
全
性
）
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第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

（
削
る
）

第
五
節

安
定
度

（
後
方
安
定
度
）

（
後
方
安
定
度
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

（
前
方
安
定
度
）

（
前
方
安
定
度
）

第
十
四
条

移
動
式
ク
レ
ー
ン
（
浮
き
ク
レ
ー
ン
を
除
く
。
）
は
、
安
定
限
界
総
荷

第
十
四
条

移
動
式
ク
レ
ー
ン
（
浮
き
ク
レ
ー
ン
を
除
く
。
）
は
、
次
の
式
に
よ
り

重
の
値
が
、
定
格
総
荷
重
に
一
・
二
五
を
乗
じ
た
値
に
ジ
ブ
の
質
量
の
う
ち
先
端

計
算
し
て
得
た
値
が
一
・
一
五
以
上
で
あ
る
前
方
安
定
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け

部
等
価
質
量
に
〇
・
一
を
乗
じ
た
値
を
加
え
た
値
以
上
で
あ
る
前
方
安
定
度
を
有

れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

S
F

＝

M
P+
M
a+
M
O

２

前
項
に
規
定
す
る
前
方
安
定
度
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
が
次
の
状
態
に
あ
る
も

M
P+
M
a

の
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す

SF

MP

Ma

MO

一

前
方
安
定
度
に
影
響
が
あ
る
質
量
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
前
方
安
定
に
関

も
の
と
す
る
。

し
最
も
不
利
と
な
る
状
態
に
あ
る
こ
と
。

前
方
安
定
度

SF

二

水
平
か
つ
堅
固
な
面
の
上
に
あ
る
こ
と
。

ジ
ブ
の
質
量
の
う
ち
先
端
部
等
価
質
量
（
単
位

ト
ン
）

MP

定
格
荷
重
と
つ
り
具
の
質
量
の
和
（
単
位

ト
ン
）

Ma

安
定
余
裕
荷
重
（
単
位

ト
ン
）

MO

２

前
項
に
規
定
す
る
前
方
安
定
度
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
が
次
の
状
態
に
あ
る
も

の
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

一

前
方
安
定
度
に
影
響
が
あ
る
質
量
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
前
方
安
定
に
関

し
最
も
不
利
と
な
る
状
態
に
あ
る
こ
と
。

二

水
平
か
つ
堅
固
な
面
の
上
に
あ
る
こ
と
。

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

通
電
部
分
と
前
号
の
外
被
と
の
間
は
、
耐
電
圧
試
験
に
お
い
て
、
日
本
工
業

二

通
電
部
分
と
前
号
の
外
被
と
の
間
は
、
絶
縁
抵
抗
試
験
及
び
耐
電
圧
試
験
に

規
格
Ｃ
八
二
〇
一
―
四
―
一
（
低
圧
開
閉
装
置
及
び
制
御
装
置
―
第
四
部
：
接

お
い
て
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
八
三
二
五
（
交
流
電
磁
開
閉
器
）
に
定
め
る
基
準

触
器
及
び
モ
ー
タ
ス
タ
ー
タ
―
第
一
節
：
電
気
機
械
式
接
触
器
及
び
モ
ー
タ
ス

に
適
合
す
る
絶
縁
効
力
を
有
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。
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タ
ー
タ
）
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
絶
縁
効
力
を
有
す
る
構
造
と
す
る
こ
と

。
三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

動
力
回
路
を
直
接
遮
断
す
る
構
造
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
通
電
部
分
は
、
温

五

動
力
回
路
を
直
接
遮
断
す
る
構
造
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
通
電
部
分
は
、
温

度
試
験
に
お
い
て
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
八
二
〇
一
―
四
―
一
（
低
圧
開
閉
装
置

度
試
験
に
お
い
て
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
八
三
二
五
（
交
流
電
磁
開
閉
器
）
に
定

及
び
制
御
装
置
―
第
四
部
：
接
触
器
及
び
モ
ー
タ
ス
タ
ー
タ
―
第
一
節
：
電
気

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

機
械
式
接
触
器
及
び
モ
ー
タ
ス
タ
ー
タ
）
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

（
過
負
荷
防
止
装
置
）

（
過
負
荷
防
止
装
置
）

第
二
十
七
条

移
動
式
ク
レ
ー
ン
は
、
過
負
荷
防
止
装
置
を
備
え
る
も
の
で
な
け
れ

第
二
十
七
条

移
動
式
ク
レ
ー
ン
は
、
過
負
荷
防
止
装
置
を
備
え
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
で
過
負
荷
防
止
装
置
以

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
で
過
負
荷
防
止
装
置
以

外
の
過
負
荷
を
防
止
す
る
た
め
の
装
置
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
安
全
弁
及
び

外
の
過
負
荷
を
防
止
す
る
た
め
の
装
置
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
安
全
弁
を
除

荷
重
計
を
除
く
。
）
を
備
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

く
。
）
を
備
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
穴
あ
け
）

（
穴
あ
け
）

第
三
十
九
条

構
造
部
分
の
リ
ベ
ッ
ト
穴
及
び
ボ
ル
ト
穴
は
、
か
え
り
及
び
割
れ
が

第
三
十
九
条

構
造
部
分
の
リ
ベ
ッ
ト
穴
及
び
ボ
ル
ト
穴
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

生
じ
な
い
方
法
に
よ
っ
て
あ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

ド
リ
ル
を
用
い
て
あ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
削
る
）

二

か
え
り
又
は
ま
く
れ
が
な
い
こ
と
。

第
四
十
五
条

移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
う
ち
、
特
殊
な
構
造
の
も
の
又
は
国
際
規
格
等

第
四
十
五
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
で
前
各
章
の
規
定
を

に
基
づ
き
製
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
各
章
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困

適
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
前
各

難
な
も
の
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
前
各
章
の
規
定
に
適
合
す

章
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、

る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
こ
の
告
示
の
関
係
規

こ
の
告
示
の
関
係
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
削
る
）

一

輸
入
し
た
移
動
式
ク
レ
ー
ン

（
削
る
）

二

特
殊
な
構
造
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
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附

則

（
適
用
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
三
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
三
十
年
三
月
一
日
に
お
い
て
、
現
に
製
造
し
て
い
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
又
は
現
に
存
す
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン

の
規
格
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
以
外
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
で
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
前
に
製
造
さ
れ
た

移
動
式
ク
レ
ー
ン
又
は
同
日
に
お
い
て
現
に
製
造
し
て
い
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
規
格
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
二
項
に
規
定
す
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
以
外
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
で
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
前
に
製
造
さ
れ

た
移
動
式
ク
レ
ー
ン
（
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
構
造
規
格
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と

同
一
の
設
計
に
よ
り
同
年
九
月
一
日
前
に
製
造
さ
れ
た
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
前
方
安
定
度
の
値
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

５

前
三
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
又
は
そ
の
部
分
が
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の

移
動
式
ク
レ
ー
ン
構
造
規
格
に
適
合
す
る
に
至
っ
た
後
に
お
け
る
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。


